
12月のごみ収集日について
祝日に伴い、ごみ収集日が通常の曜日と異なり

ますので、町民カレンダーをご確認いただき、お
間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　区
12月21日（水） もえるごみ 山北第1、共和、

　清水、三保
12月22日（木） もえるごみ 山北第2・第3、

　岸、向原
12月28日（水） もえるごみ 山北第1、共和、

　清水、三保
※町民カレンダーに赤い★印が付いています。
※12月29日（木）～1月3日（火）の間、ごみの

収集はありません。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

平成23年勤労者利子補助金制度の
申請期限は1月16日（月）です
平成23年勤労者利子補助金制度の申請期限が近

づいています。申請される方は、期限までに定住
対策室で申請をしてください。

※勤労者等住宅資金利子補助金とは、町内で自己
の住宅取得をするために、町指定の金融機関で
融資を受けた場合の利子の一部を補助する制度
です。

申請期限　平成24年1月16日（月）まで

問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 請 先　（☎75－3650）

水道水が濁った時には
防災行政無線でおしらせします

町では、日頃からみなさんに安全でおいしい水
を供給しています。

しかし、万一災害などで水道水が濁ってしまっ
た場合には、防災行政無線により水道水の状態や
使用上の注意点をお知らせします。また、水道水
の状態によっては給水タンクによる給水を行いま
す。

問合せ　生活環境課上下水道班（☎75－3645）

県「景気対策特別融資（セーフティ別枠）」制度を
ご存知ですか

県では、中小企業等を対象に融資制度を設けて
います。詳細はお問合せください。

対　　　象　最近3か月の売上高等が、前年同期
と比べ5％以上減少している中小企
業等（町の認定が必要となります）

限　度　額　8,000万円
融資期間及び利率
　　　　　　5年超～10年以内：年1.8％以内
※融資期間が5年以内の場合は、「円高対応特別

融資」をご検討ください。
申込み場所　県内の取扱金融機関　
問　合　せ　県内の取扱金融機関
　　　　　　県金融課（☎045－210－5677）

さくらの湯
年末年始は休業します

休業日　12月28日（水）～1月5日（木）
※新年は、1月6日（金）から営業します。

問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

12月16日号の
おしらせ版は
お休みです

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・年金相談・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
直通電話番号：０９０－６５０８－３７５７
E-mail：kudougyouseisyosi@gmail.com
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町民カレンダー掲載広告を募集
～3種類の規格で利用しやすくなりました～

町では、平成24年度版町民カレンダーに民間企
業などからの有料広告を掲載します。広告の掲載
を希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお
申込みください。

また、広報紙・ホームページ・町内循環バスへ
の広告も随時募集していますので、お問合わせく
ださい。

掲載料（町民カレンダー）
規　　格 掲 載 料

5.0cm × 9.0cm 50,000円
2.5cm × 9.0cm 25,000円
2.5cm × 5.0cm 14,000円

※掲載枠1つに対する料金になります。
掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告の内容などにより掲載できない場合があり

ます。
申込み期限　12月28日（水）まで
※申込書は企画財政課で配布しています。
※広告のデザイン等については、事前にご相談く

ださい。
問 合 せ　企画財政課企画班
申 込 み　（☎75－3652）

「ライブ・イン・山北」
～青少年ライブ・コンサートを開催～
日　時　12月18日（日）
　　　　13：30～16：20（開場13：00）
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
※受付はありませんので、直接お越しください。
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバ

ンド（山北高校、足柄高校、大井高校、
吉田島総合高校、立花学園高校）

主　催　山北町青少年指導員協議会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

「とれたて山ちゃん」
年末売出し・贈答品取扱いのおしらせ

ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、日ごろのご愛顧に感謝し「年末売り出し」を
行います。お正月用の野菜、果物、農産加工品、
正月飾り、そして冬の草花の鉢植えなど多数取り
揃えておりますので、ぜひお越しください。

年末売出し開催日時
　　　　12月23日（金・祝）～30日（金）  
　　　　9：00～17：00
※12月26日（月）は休業します。
※期間中お買い上げの方で先着100人に粗品をプ

レゼントします。

贈答品の取扱日
　　　　12月3日（土）、4日（日）
※みかん、キウイフルーツ、自然薯をご用意して

います。
※地方発送もお受けします。

問合せ　山北町ふるさと直販加工組合
　　　　「とれたて山ちゃん」
　　　　（☎･FAX 75－3026）

第11回山北町サッカー大会
山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー

大会を開催します。参加希望のチームはお申込み
ください。

開 催 日　平成24年1月3日（火）
場　　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月18日（日）19：00から中央

公民館第1会議室で開催します。
申込み期限　12月16日（金）まで
問 合 せ　山北町体育協会サッカー部長　
申 込 み　加藤　陽一郎（☎75－0624） 町営新根下住宅の入居者を募集します

募集住宅　新根下住宅2階1戸（3LDK）
　　　　　　共同エレベーター完備 
主な入居資格　

・町内にお住まい、またはお勤めであること
・町税及び町公共料金に滞納がないこと
・現在、住宅に困窮していること
・次の①または②を満たしていること
①夫婦（婚約中を含む）または親子を主体と

した家庭で平成22年の月あたりの所得が
158,000円以下であること

②入居時の年齢が60歳以上の方、または身体・
精神・知的障がいのある方で、平成22年の
月あたりの所得が214,000円以下であること
（緩和措置により昭和31年4月1日以前に生
まれた方も入居資格があります）

申　込　み　入居申込書に必要事項を記入し、定
方　　　法　住対策室に提出してください
※申込書は定住対策室窓口で配付しています。
※入居資格など詳しくは、定住対策室にお問合わ

せください。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消

しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後に抽選を行い決定

します。
申込み期限　12月15日（木）まで
問　合　せ　定住対策室定住対策班
申　込　み　（☎75－3650）



水中運動ボランティアの募集と
ボランティア講座の開催について

町では、健康増進や介護予防を目的とした水中
運動教室を行っており、より多くの方が教室に参
加できるようボランティアを募集しています。

そこで、講義や実技による水中運動の効果や正
しい介助方法を学ぶ講座を開催しますので、ボラ
ンティアに興味がある方はぜひご参加ください。

日　　時　12月20日（火）10：00～12：00
場　　所　・健康福祉センター202会議室
　　　　　・運動浴室
対　　象　・水中運動ボランティア活動をしている方
　　　　　・今後水中運動ボランティア活動を考
　　　　　　えている方
講　　師　神奈川リハビリテーション病院
　　　　　理学療法士　相

そ う ま
馬　光

こういち
一　氏

持 ち 物　水着一式と動き易い服装
申込み期限　12月16日（金）まで
問 合 せ　健康福祉づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

あしがらグリーンウォーキング
日　　時　1月21日（土）※小雨決行。
　　　　　8：30県足柄上合同庁舎集合
内　　容　二宮尊徳ゆかりの酒匂川松並木を歩き

楽しむ史跡めぐり・植物観察、尊徳記
念館の観覧

　　　　　（約6㎞）
定　　員　30名
申込み方法　FAXかはがきに、参加者全員の氏名・

住所・電話番号等の連絡先を明記して
お申込みください

※未成年者の方は、その旨記入してください。
申込み期限　12月26日（月）まで
問 合 せ　〒258－0021開成町吉田島2489－2
申 込 み　（財）かながわトラストみどり財団
　　　　　足柄上地区推進協議会事務局
　　　　　（足柄上地域県政総合センター環境部内）
　　　　　（☎83－5111 内線265 FAX 82－1494）

取り壊し家屋の届出を
固定資産税の課税対象となっている家屋を取り

壊した場合には、必ず税務課税務班までご連絡く
ださい。連絡をされませんと、そのまま課税され
てしまう場合がありますので、ご注意ください。

問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」
上映会を開催します

県では、北朝鮮による日本人拉致問題への理解
を深めていただくため、上映会を開催します。

日　　時　1月18日（水）18：30～20：30
場　　所　南足柄市文化会館小ホール
定　　員　250名（申込み多数の場合は抽選）
費　　用　無料
申 込 み　電話、はがき、FAX、ホームページに、
方　　法　行事名、申込人数、代表者の氏名・住所・
　　　　　電話番号を明記して、お申込みください
申込み期限　1月6日（金）まで
問 合 せ　〒258－0021　開成町吉田島2489－2
　　　　　県足柄上地域県政総合センター企画調整課
　　　　　（☎83－5111　内線223　FAX83－4591)

（URL：http://www.pref.kanagawa.jp/
                               cnt/ p391116.html )

年末火災特別警戒について
足柄消防組合と町では12月25日（日）から31

日（土）まで、年末火災特別警戒を行います。
期間中は消防車両での巡回広報、のぼり旗の掲

出、足柄消防組合テレホンサービスでの防火意識
啓発などにより、火災の予防と発生を警戒しま
す。

この時期は、湿度が低いうえに火気の使用機会
が増え、火災の発生や拡大が心配されるため、次
のことに注意しましょう。

　
・家の周りに燃えやすいものを置かない。
・たばこの火の始末を確実にする。
・コンロを使うときは、その場を離れない。
・マッチやライターを放置しない。
・外出するときは、必ず火の元を確認する。
　
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
　　　　足柄消防組合警防課（☎74－6664）
　　　　足柄消防組合テレホンサービス
　　　　（☎0180－994－911）



平成23年度 75歳以上の方の健康診査
受診期限は3月31日です

町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
り、生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、
糖尿病など）の治療をしていない方に健康診査を
実施しています。

受診希望で申込んでいない方は申込みを、受診
がお済みでない方は受診を、お早めにお願いしま
す。

受診期限　平成24年3月31日（土）まで
※申込み後に町から健康診査票を送付しますの

で、足柄上郡又は南足柄市内の医療機関で受診
してください。詳しい医療機関については福祉
課までお問合せください。

対　　象　・平成23年4月1日現在で75歳以上の方
・国民健康保険加入者で、健康診査の

受診日で75歳以上となる方
・65～74歳で後期高齢者医療制度の被

保険者となっている方
検査内容　血圧測定、尿検査、心電図検査、血液

検査（貧血、肝機能、脂質、血糖）など
費　　用　無料
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
申 込 み （☎75－3644）

健康ウォーキングの参加者募集
日　　時　12月20日（火）※雨天中止。
　　　　　8：15 に山北駅表口集合
行 き 先　大井町寺社巡り
費　　用　会員：380円（交通費）
　　　　　新規入会の方：1,380円（交通費、入会費)
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会していただきます。
持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など
申込み期限　12月16日（金）まで
問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

３歳児健康診査
月　　日　12月13日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成20年9～12月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

３か月児健康診査
月　　日　12月20日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年8～9月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
等の相談を保健師がお受けします。
月　　日　1月5日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
● 12 月 12 日（月）
　上下水道使用料（A 地区第 5 期分）
● 12 月 26 日（月）
　固定資産税（第 3 期分）
　国民健康保険税（第 7 期分）
　介護保険料（第 6 期分）
　下水道受益者負担金（第 3 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 3 期分）
● 1 月 4 日（水）
　後期高齢者医療保険料（第 6 期分）

《人権行政相談》
12月4日から10日は人権週間です

12月5日（月） 10：00～15：00
役場3階301会議室

【相談内容】
　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育放

棄・いじめなど）の問題や、行政に対する苦情
や要望など

（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎75－3643　　　☎75－3644

定例健康相談日
町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康

相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。
実施日・時　間・場　所

実施日 時　間 場　所

12月21日
（水）

9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター
１階

内科・歯科診察室

対　　象　町内にお住まいの方
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）


